
             

          

 

　

西
淀
川
納
税
協
会
は
、
今
年
、
創
立
七
十
周
年
を

迎
え
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
も
ひ
と
え
に
、
こ
れ
ま
で
納
税
協
会
の
発
展

に
御
尽
力
い
た
だ
い
て
き
ま
し
た
諸
先
輩
の
ご
努
力

並
び
に
会
員
の
皆
様
方
の
ご
支
援
・
ご
協
力
の
た
ま

も
の
と
、
こ
こ
に
改
め
ま
し
て
深
く
感
謝
を
申
し
上

げ
ま
す
。

　

顧
み
ま
す
と
、
納
税
協
会
の
歴
史
は
、
給
与
所
得

者
に
源
泉
徴
収
制
度
が
採
用
さ
れ
た
昭
和
十
五
年
、

税
制
の
大
改
革
が
契
機
と
な
っ
て
生
ま
れ
た
と
聞
い

て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
後
、
太
平
洋
戦
争
末
期
の
昭
和
十
九
年
、
民

間
協
力
団
体
と
し
て
「
源
泉
納
税
報
国
会
」
と
し
て

税
務
署
単
位
ご
と
に
誕
生
し
た
の
が
納
税
協
会
の
前

身
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

西
淀
川
税
務
署
は
此
花
税
務
署
か
ら
分
割
し
て
設

置
さ
れ
た
の
が
昭
和
二
十
三
年
十
二
月
、
同
時
に
西

淀
川
税
務
署
内
に
事
務
所
を
置
き
西
淀
川
納
税
協
会

が
誕
生
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

設
立
以
降
こ
れ
ま
で
の
間
、
西
淀
川
納
税
協
会
は
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
し
て
、
様
々
な
機
会
に
税
務

行
政
の
円
滑
な
執
行
に
寄
与
す
る
事
業
を
展
開
す
る

な
ど
、
正
に
西
淀
川
税
務
署
の
歴
史
と
と
も
に
歩
ん

で
き
ま
し
た
。

　

設
立
当
初
は
、
税
務
署
を
は
じ
め
行
政
を
支
援
す

る
一
団
体
と
し
て
の
活
動
で
あ
り
ま
し
た
が
、
昭
和

五
十
三
年
十
一
月
に
大
阪
国
税
局
長
か
ら
社
団
化
の

認
可
を
受
け
、
こ
れ
ま
で
の
任
意
の
活
動
か
ら
「
社

団
法
人
」
と
し
て
の
事
業
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
と

な
り
、
更
に
、
平
成
二
十
三
年
三
月
か
ら
は
新
公
益

法
人
制
度
の
施
行
を
受
け
て
「
公
益
社
団
法
人
」
と

し
て
よ
り
信
頼
性
の
高
い
公
益
法
人
と
し
て
組
織
改

編
し
公
益
事
業
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
間
、
納
税
協
会
は
設
立
当
初
か
ら
こ
れ
ま
で

「
健
全
な
納
税
者
の
団
体
と
し
て
、
税
知
識
の
普
及
に

努
め
、
適
正
な
申
告
納
税
の
推
進
と
納
税
道
義
の
高

揚
を
図
り
、
企
業
及
び
地
域
社
会
の
発
展
に
寄
与
す

る
。」
と
い
う
納
税
協
会
指
針
に
定
め
る
基
本
理
念
を

受
け
継
ぎ
、
こ
れ
ま
で
歩
ん
で
き
ま
し
た
。

　

振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
こ
れ
ま
で
取
り
組
ん
で

ま
い
り
ま
し
た
事
業
、
青
色
申
告
制
度
・
振
替
納
税

の
普
及
拡
大
と
い
っ
た
制
度
周
知
へ
の
取
組
、
記
帳

指
導
・
申
告
相
談
と
い
っ
た
小
規
模
事
業
者
支
援
へ

の
取
組
、
消
費
税
制
度
の
周
知
と
納
税
資
金
備
蓄
へ

の
広
報
、
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
（
ｅ-

Ｔ

ａ
ｘ
）
の
普
及
定
着
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
導
入
に

伴
う
様
々
な
税
制
改
正
へ
の
対
策
支
援
を
中
心
に
取

り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。

　

更
に
最
近
で
は
、
納
税
協
会
青
年
部
（
貴
和
会
）

を
中
心
と
し
て
、
次
代
を
担
う
小
・
中
・
高
校
生
の

児
童
生
徒
に
対
す
る
租
税
教
育
へ
の
充
実
と
い
っ
た

租
税
教
室
の
事
業
に
軸
足
を
お
い
て
事
業
活
動
の
活

性
化
を
図
る
な
ど
、
時
代
の
要
請
に
応
じ
た
取
組
み

に
力
を
入
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
こ
に
、
こ
れ
ま
で
地
域
の
皆
さ
ん
方
か
ら
寄
せ

ら
れ
た
信
頼
を
糧
と
し
て
、
ま
た
、
先
人
の
築
き
上

げ
て
こ
ら
れ
た
組
織
を
更
に
充
実
発
展
さ
せ
、
関
係

団
体
と
の
連
携
・
協
調
を
密
に
し
な
が
ら
、
社
会
環

境
の
変
化
に
対
応
し
た
公
益
性
の
高
い
事
業
展
開
を
、

こ
れ
を
契
機
に
よ
り
一
層
、地
域
社
会
の
サ
ポ
ー
タ
ー

と
し
て
、
更
に
お
役
に
立
つ
事
業
活
動
を
推
進
し
て

い
く
決
意
を
新
た
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

会
員
を
は
じ
め
地
域
の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
今
後
と
も
な
お
一
層
、
ご
支
援
・
ご
協
力
を
賜

り
ま
す
よ
う
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

結
び
に
当
た
り
、
皆
様
方
の
御
健
勝
と
ご
事
業
の

益
々
の
ご
発
展
を
祈
念
申
し
上
げ
ま
し
て
、
七
十
周

年
を
迎
え
て
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

納
税
協
会
創
立
七
十
周
年
を
迎
え
て

会　

長

河
野　

克
行

公
益
社
団
法
人

西
淀
川
納
税
協
会
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納
税
協
会
創
立
七
十
周
年
を
祝
し
て

金

城
　

敦

雄

西
淀
川
税
務
署
長

　

公
益
社
団
法
人
西
淀
川
納
税
協
会
が
創
立
七
十
周

年
を
迎
え
ら
れ
ま
す
こ
と
を
、
心
か
ら
お
慶
び
申
し

上
げ
ま
す
。

　

西
淀
川
納
税
協
会
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
昭
和
二

十
三
年
の
発
足
以
来
、
長
い
歳
月
に
わ
た
り
、
納
税

協
会
指
針
に
も
あ
る
よ
う
に
、
健
全
な
納
税
者
の
団

体
と
し
て
、
税
知
識
の
普
及
に
努
め
、
適
正
な
申
告

納
税
推
進
と
納
税
道
義
の
高
揚
を
図
り
、
企
業
及
び

地
域
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
、
各
種
説
明
会

や
研
修
会
等
、
地
域
に
密
着
し
た
活
発
な
事
業
活
動

を
展
開
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

　

一
口
に
七
十
年
と
申
し
ま
し
て
も
、
時
代
背
景
や

税
制
も
移
り
行
く
中
、
健
全
な
企
業
経
営
及
び
明
る

い
地
域
社
会
の
発
展
に
、
多
大
な
る
貢
献
を
さ
れ
て

こ
ら
れ
ま
し
た
。

　

更
に
近
年
で
は
、
国
の
基
本
と
な
る
租
税
の
意
義

や
役
割
が
正
し
く
理
解
さ
れ
、
学
校
教
育
の
中
で
、

租
税
教
育
の
充
実
を
図
る
と
い
う
理
念
に
御
賛
同
い

た
だ
き
、
青
年
部
を
中
心
と
し
た
租
税
教
室
へ
の
講

師
派
遣
に
も
、
積
極
的
に
御
協
力
い
た
だ
き
、
ま
た

納
税
協
会
独
自
で
租
税
教
室
の
講
師
養
成
研
修
を
実

施
す
る
な
ど
、
内
容
の
充
実
に
も
御
尽
力
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
多
方
面
の
活
動
が
、
適
正
申
告
の
推
進

に
果
た
さ
れ
る
役
割
は
、
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ

り
、
皆
様
方
に
は
心
か
ら
敬
意
と
感
謝
の
意
を
表
す

る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

経
済
取
引
の
複
雑
化
・
広
域
化
や
経
済
社
会
の
国

際
化
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
が
急
速
に
進
展
す
る
中
、
私
ど
も

と
い
た
し
ま
し
て
も
「
納
税
者
の
自
発
的
な
納
税
義

務
の
履
行
を
適
正
か
つ
円
滑
に
実
現
す
る
」
と
い
う

国
税
庁
の
使
命
を
果
た
す
た
め
、
納
税
者
サ
ー
ビ
ス

の
充
実
を
図
り
、
不
公
平
感
を
与
え
な
い
よ
う
、
適

正
公
平
な
賦
課
及
び
徴
収
に
挙
署
体
制
で
努
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

　

ま
た
、
政
府
が
行
政
手
続
き
を
原
則
オ
ン
ラ
イ
ン

化
し
て
、
利
用
者
が
簡
単
に
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
進
め
て
い
る
「
デ
ジ
タ

ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
実
行
計
画
」
の
実
現
の
た
め
、
国

税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
（　

-

Ｔ
ａ
ｘ
）
の
更

な
る
普
及
・
添
付
書
類
を
含
め
た
電
子
化
、
二
〇
十

九
年
十
月
の
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
や
消
費
税
の
軽

減
税
率
制
度
の
実
施
等
、
こ
れ
ら
の
課
題
に
も
適
切

に
対
応
す
る
こ
と
に
よ
り
、
税
務
行
政
の
信
頼
を
揺

る
ぎ
な
い
も
の
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
を
私
ど
も
の
力
だ
け
で
成
し
得

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
西
淀
川
納
税
協
会
の

皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
税
務
行
政
の
良
き
理

解
者
と
し
て
、
多
様
な
事
業
活
動
を
通
じ
、
な
お
一

層
の
御
理
解
と
御
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

　

結
び
に
当
た
り
、
西
淀
川
納
税
協
会
の
今
後
益
々

の
御
発
展
及
び
会
員
の
皆
様
方
の
御
健
勝
と
御
事
業

の
御
繁
栄
を
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、
私
の
お
祝
い
の

言
葉
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

e



29.11 ・税務管理局・税務署設置

明 30.11 ・金本位制実施

治 37.2 ・日露戦争開戦（～38年）

40.3 ・義務教育6年制に移行

行施法税益収業営・1.2るこ起慌恐融金・3.2

行施法租地・4.6るこ起慌恐大界世・1.4

5.4 ・昭和恐慌起こる

7.5 ・五・一五事件

11.2 ・二・二六事件

15.4 ・国・地方を通じる税制改正を実施

16.2 ・太平洋戦争開戦 17.2 ・税務代理士法公布

19 ・「源泉納税報国会」が近畿2府4県各地で発足

昭 20.8 ・広島・長崎に願爆投下、ポツダム宣言受諾

21.11 ・日本国憲法公布 22.4 ・所得税・法人税法に申告納税制度導入 21 ・「源泉納税報国会」を「納税協会」に改称

23.7 ・国税査察官制度創設

23.12 ・此花税務署が分割し西淀川税務署を設置 23.12 ・西淀川納税協会を発足（事務所は税務署内）

24.6 ・国税庁発足

24.9 ・シャープ勧告

25.6 ・朝鮮戦争勃発 25.4 ・青色申告税度導入

26.4 ・納税貯蓄組合法制定

26.7 ・税理士法施行

29.12 ・神武景気始まる（～32.6）

34.1 ・岩戸景気始まる（～36.12） 34.10 ・事務所を西淀川中小企業会館に移転

38.11 ・ケネディ大統領暗殺

39.1 ・東京オリンピック愛妻 39.12 ・青色申告部会　発足

41.1 ・いざなぎ景気始まる（～45.7）

41.3 ・総人口1億人突破

和 45.5 ・国税不服審判所開設　・税務相談室設置 46.4 ・法人源泉部会発足

46.8 ・ニクソン・ショック 46.7 ・税務署の機構が統括官制度に

47.5 ・沖縄復帰

48.1 ・第一次オイルショック発生 49.11 ・「税を知る週間」始まる 50.8 ・「千優会」設立

54.2 ・第二次オイルショック 53.11 ・大阪国税局長より西淀川納税協会が社団化の認可を受ける。

62.4 ・国鉄分割民営化 57.10 ・新会館を建設、移転、現在に至る。

63.6 ・「優青会」設立

1.4 ・消費税実施

施実を革改構機の織組税国・7.3生発流砕火で岳賢普仙雲・6.3 3.11 ・「調和会」設立

4.1 ・地価税法施行

6.9 ・関西国際空港が開港 5.2 ・「つばき会」設立

7.1 ・阪神淡路大震災

7.3 ・東京都内で地下鉄サリン事件発生 8.11 ・税務署　創設 1.8年001 ・総務部会発足

平 10.4 ・明石海峡大橋開通 9.11 ・協会創立50周年記念講演会　開催

11.6 ・男女共同参画社会基本法が成立 11.11 ・大阪国税局83税務署にKSKシステム導入

12.3 ・有珠山23年振りに噴火

12.7 ・三宅島雄山噴火

12.7 ・新紙幣2千円札発行

13.1 ・中央省庁再編、1府22省庁から1府12省庁へ

13.4 ・情報公開法施行

13.9 ・アメリカ同時多発テロ事件発生

14.4 ・完全学校週休5日制　ゆとり教育がスタート 14.6 ・「貴和会」設立

15.4 ・六本木ヒルズがグランドオープン 15.2 ・福祉制度委員会発足

15.9 ・北海道　十勝沖地震発生

16.1 ・新潟県中越地震発生 16.2 ・e-Taxの運用開始

16.11 ・「税を知る週間」から「税を考える週間」へ

17.3 ・福岡県西方沖地震発生 17.5 ・確定申告の高額納税者公示制度　最後の年 17.9 ・協会創立60周年記念行事準備委員会　発足

17.4 ・個人情報保護法が全面施行

17.5 ・JR福知山線脱線事故

18.1 ・日本郵政株式会社が発足 19.4 ・e-Tax推進委員会　発足

19.10 ・創立60周年記念式典・講演会・祝賀会　開催

21.5 ・裁判員制度がスタート 20.3 「創立60周年記念誌」刊行

23.3 ・東日本大震災が発生 23.3 ・大阪府から公益法人の認定を受ける

成 24.5 ・東京スカイツリー開業

25.6 ・富士山が世界文化遺産に登録

26.4 ・消費税8％に引き上げ

27.1 ・マイナンバー制度がスタート

28.4 ・熊本地震

30.9 ・西淀川納税協会　創立70周年　記念講演会

社会・経済の出来事 税制・税務行政 納税協会の歴史

税務行政とともにあゆむ西淀川納税協会の歴史
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説明会・講演会・相談会の開催

【改正税法説明会】

【年末調整説明会】

【 講 演 会】

【確定申告相談】

【区民まつり】

各種行事への協賛・租税教室の開催

【ボウリング大会】

【租税教室】

納税協会での主な活動状況

近畿2府4県 83納税協会 青年部 大阪市内ブロック 19納税協会 青年部

異 業 種 交 流 会
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納税協会の沿革と西淀川納税協会のあゆみ 

年 納税協会の沿革 年 西淀川納税協会のあゆみ 

昭和 15年 ・ 源泉徴収制度が開始   

昭和 19年 ・ 「源泉納税報国会」が各地で発足   

昭和 21年 ・ 「納税協会」と改称   

 ・ 「納税協会連合会」が発足   

、てし割分らか署務税花此が署務税川淀西 ・ 年32和昭  

署内に西淀川納税協会として設立    

昭和 35年 ・ 大阪国税局管内 1署 1 協会となる 昭和 34年 ・ 事務所を西淀川中小企業会館に移転 

昭和 49年 ・ 納税協会連合会の財団化   

るけ受を可認の化団社りよ長局税国阪大 ・ 年35和昭  

 転移・設建を館会新に地在現 ・ 年75和昭  

昭和 59年 ・ 83納税協会が社団化となる   

平成 16年 ・ 納税協会創立 60周年   

平成 18年 ・ 納税協会連合会創立 60 周年   

 年周06立創会協税納川淀西 ・ 年02成平  

平成 23年 ・ 83納税協会が公益社団化となる 平成 23年 ・ 大阪府から公益法人の認定を受ける 

平成 28年 ・ 納税協会連合会創立 70 周年   

 年周07立創会協税納川淀西 ・ 年03成平  

 

☞ 納税協会は、昭和 15年の税制の大改正（給与所得者に源泉徴収制度が採用）が行われ、この源泉徴収制度への移

行が思うように進まなかったことが設立の起因となって、この源泉徴収制度への移行・定着は「民間企業の理解と

協力をなくして正常化は望めない。」として発案されたのが、税務行政への協力団体結成の始まりであるといわれ

ています。 

 

☞ このような状況の中、太平洋戦争末期の昭和 19年、源泉徴収制度の円滑な運営に寄与することを目的に結成され

たのが「源泉納税報国会」であります。 

 

☞ 昭和 20 年の終戦後も「日本の復興は財政安定以外にない。」という状況下、その名を「納税協会」として改め、

法人も個人もない、また、直接税も間接税もない、幅広い健全な納税者団体として「租税を通じた明るい地域社会

の建設」、「公正な立場における納税者の利益の擁護」及び「申告納税制度の理想の実現」に向けて、戦後の混乱か

ら復興、高度成長という時の流れの中で税務行政とともに歩んできました。 

また、納税協会は、大阪国税局管内の税務署単位で設立され、近畿 2府 4県にしか存在しない団体であります。 

 

☞ 創立後これまで、納税協会はボランティア活動として、様々な機会に税務行政の円滑な執行に寄与する事業を展開

してきました。 
 
☞ その後、平成 20 年 12 月 1 日、新公益法

人制度の施行に伴って、納税協会は、公益

社団法人への道を選択し、公益事業として、

「税知識の普及」、「適正な申告納税の推進」

及び「納税道義の高揚」に寄与する事業を

掲げ、大阪府に公益認定申請を行い、当西

淀川納税協会は、平成 23 年 3 月 22 日、大

阪府から公益法人として認定を受け、今日

に至っています。 

昭和42.7　東淀川

昭和49.7　大淀

明治29.11

天王寺 平野郷

上　　福　　島

明治４２

　　玉　　　造
大正15　　淀川

昭和23.12昭和元年明治42明治33

昭和18 　此花 昭和23.12　　西淀川

【 税務署の分割・統合の推移 】
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